
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年２月２４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１０月１４日 １４時０５分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市四阪島北方沖 

 六ツ瀬灯標から真方位１０７°２.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１０.９′ 東経１３３°１１.０′） 

事故調査の経過  平成２２年１１月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 給水船 第十八幸
こう

水
すい

丸、１９８トン 

   １３５２７９、三原給水株式会社 

   ４０.０３ｍ（Lr）×９.００ｍ×３.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、５８８kＷ、平成９年５月 

Ｂ 漁船 幸
こう

栄
えい

丸、４.９９トン 

   ＥＨ３－４４５８７（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.６７ｍ（Lr）×２.７３ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４８kＷ（漁船法馬力数）、昭和５６年３月１２日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ５４歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５２年１２月２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年４月２日 

    免状有効期間満了日 平成２７年３月１日 

Ｂ 船長 男性 ４５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 昭和５９年６月５日 

    免許証交付日 平成２１年３月１６日 

           （平成２６年６月４日まで有効） 

 死傷者等 負傷 １人（船長Ｂが右肩腱板損傷、右肩鎖間接捻挫、右手打撲及び右手

捻挫） 

 損傷 Ａ船 右舷船尾部に凹損 

Ｂ船 船首バルバスバウの脱落 

 事故の経過 四
し

阪
さか

 Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、船長Ａが、 島北方沖を針路約

３５０°（真方位）及び速力約８.０ノット（kn）(対地速力、以下同じ。)

で愛媛県上島町赤穂根島の東端に向けて自動操舵で航行した。 

 

 船長Ａは、備後灘航路第２号灯浮標（以下「第２号灯浮標」という。）の

北方沖を北進中、Ａ船の右舷側には約１００～１５０ｍ間隔で漁船が操業
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しており、右舷前方０.３～０.４Ｍ付近に前路を左方に横切る態勢のＢ船

を初めて視認したが、Ｂ船がＡ船の船尾方を通過して行くものと思い、同

じ針路及び速力で航行した。 

 船長Ａは、Ｂ船の方位に明確な変化がなく右舷船首方２００～３００ｍ

付近に接近したので衝突の危険を感じたものの、右舵をとってＢ船を避け

ることができず、汽笛を吹鳴したのち、左舵一杯をとって機関を中立とし

たが、平成２２年１０月１４日１４時０５分ごろ、Ａ船の右舷船尾部とＢ

船の船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、四阪島北方沖の漁場で底びき網漁の

操業を行い、第２号灯浮標の北東方０.９Ｍ付近で揚網を終え、１３時５５

分ごろ揚網場所を発進し、今治市横島南方の投網予定場所に向け、速力約

７.０～８.０knで手動操舵により西南西進した。 

 船長Ｂは、衝突の３分前ごろ、左舷前方に前路を右方に横切る態勢のＡ

船を初めて視認したが、Ａ船とＢ船とは横切りの関係にあり、Ｂ船を右舷

に見るＡ船が避航船となるので、Ａ船がＢ船の船尾方を避けてくれるもの

と思い、船首甲板上で中腰になって漁獲物の選別作業を始めた。 

船長Ｂは、見張りを行わずに選別作業を行いながら航行し、第２号灯浮

標の北西方０.５Ｍ付近でＢ船とＡ船とが衝突した。 

 気象・海象 

  

気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 船長Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、四阪島北方沖を北進中、船長Ａが、右

舷前方に前路を左方に横切る態勢のＢ船を視認し

た際、Ｂ船がＡ船の船尾方を通過して行くものと

思い込み、衝突するおそれがある態勢で接近する

Ｂ船の進路を避けず、同じ針路及び速力で航行し

たことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、四阪島北方沖を西南西進中、船長Ｂ

が、左舷前方に前路を右方に横切る態勢のＡ船を

視認した際、Ａ船とＢ船とは横切りの関係にあ

り、Ｂ船を右舷に見るＡ船が避航船となり、Ａ船

がＢ船の船尾方を通過して行くものと思い込み、

船首甲板上で漁獲物の選別作業を行い、見張りを

行わなかったことから、Ａ船が避航動作をとって

いないことに気付かずに航行し、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 

原因  本事故は、四阪島北方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が西進中、両船

が互いに視野の内にあり、衝突するおそれがある態勢で接近した際、船長

Ａが、Ｂ船の進路を避けずに航行し、また、船長Ｂが、見張りを行わなか

ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




